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（
農
林
水
産
委
員
会
）

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
七
号

（
衆
議

）

院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
主
要
食
糧
で
あ
る
麦
の
政
策
支
援
が

「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に

、

関
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
四
五
号
）
に
基
づ
く
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
に
移
行
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
需

」

要
に
応
じ
た
麦
の
生
産
・
輸
入
を
図
る
た
め
、
政
府
が
麦
の
需
給
見
通
し
を
策
定
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
内
産
麦
の
政
府
無
制
限
買
入
制
度
の
廃
止

政
府
が
生
産
者
等
の
申
込
み
に
応
じ
て
無
制
限
に
麦
を
買
い
入
れ
る
現
行
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
内
産
麦
の
全
量
が
既
に

民
間
流
通
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
及
び
麦
の
政
策
支
援
が
担
い
手
を
対
象
と
す
る
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
に
移
行
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
麦
の
需
給
見
通
し
の
策
定

政
府
は
、
麦
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
、
毎
年
、
麦
の
需
給
見
通
し
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
麦
の
備
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蓄
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
適
切
な
輸
入
及
び
売
渡
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三
、
外
国
産
麦
の
標
準
売
渡
価
格
の
廃
止

政
府
が
保
有
す
る
外
国
産
麦
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
毎
年
定
め
る
標
準
売
渡
価
格
を
廃
止
し
、
輸
入
価
格
の
変

動
を
反
映
し
た
価
格
に
よ
り
売
り
渡
す
こ
と
と
す
る
。

四
、
輸
入
麦
の
特
別
な
方
式
に
よ
る
買
入
れ
及
び
売
渡
し

国
家
貿
易
の
枠
内
に
お
い
て
実
需
者
の
多
様
な
需
要
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
米
穀
と
同
様
、
麦
の
輸
入
を
行
お
う

と
す
る
者
と
買
受
け
を
行
お
う
と
す
る
者
の
連
名
に
よ
る
申
込
み
に
応
じ
て
、
政
府
が
輸
入
麦
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
を
行

う
方
式
（
Ｓ
Ｂ
Ｓ
方
式
）
を
新
た
に
導
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


